
生
活
破
壊
の
賃
金
抑
制
攻
撃
を
跳
ね
返
す
大
き
な
力
を

年 月 日 （昭和 年 月 日第三種郵便物認可）（毎月 、 日発行）第 号

日
本
で
最
初

に
「
は
か
る
こ

と
」
を
定
め
た

の
は
、
大
宝
元

年（

年
）

に
公
布
さ
れ
た

大
宝
律
令
に

よ
っ
て
「
は
か
る
こ
と
」
の

制
度
が
統
一
さ
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後

の
太
閤
検
地
で
知
ら
れ
る
豊

臣
秀
吉
に
よ
っ
て
農
民
か
ら

年
貢
を
取
立
て
る
た
め
に
全

国
的
に
「
は
か
る
こ
と
」
を

統
一
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
武
士
に
兵
糧
を

与
え
る
と
き
に「
少
な
い
目
」

に
渡
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

私
た
ち
の
生
活
で
「
は
か

る
こ
と
」
は
重
要
な
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、
物
の
長
さ
を

計
る
と
き
に
も
の
さ
し
が
ま

ち
ま
ち
だ
と
計
っ
た
長
さ
が

人
に
よ
っ
て
違
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
日
本

で
も
「
長
さ
」
の
基
準
と
い

う
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。大

阪
府
は
、
来
年
度
か
ら

「
新
人
事
評
価
制
度
」
を
改

め
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
は
か
る
こ
と
」
か
ら
す

れ
ば
、
も
の
さ
し
を
変
え
る

こ
と
。
基
準
を
変
え
る
こ
と
。

「
は
か
る
こ
と
」
か
ら
す
れ

ば
、
科
学
的
根
拠
が
必
要
で

す
。
改
め
る
と
い
う
「
新
人

事
評
価
制
度
」
に
も
の
さ
し

を
あ
て
て
み
る
と「
人
件
費
」

の
総
額
を
「
少
な
い
目
」
す

る
と
い
う
基
準
に
変
え
る
の

で
は
…
。
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中
）
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開
発
事
業
や
大
企
業
誘
致
な
ど

の
大
盤
振
る
舞
い
は
維
持
・
拡

大
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
借
金
は

減
る
ど
こ
ろ
か

兆
円
に
膨
れ

上
が
り
ま
し
た
。

府
職
員
の
賃
金
水
準
は
、

年
度
か
ら
実
施
さ
れ
た

月
昇

給
延
伸
の
回
復
が
さ
れ
な
い
ま

大
阪
府
は
、
ほ
ぼ

年
ご
と

に
「
財
政
健
全
化
策
」
を
出
し
、

事
実
上
の
「
オ
ー
ル
与
党
」
議

会
の
承
認
を
経
て
、
府
民
施
策

の
切
捨
て
と
人
件
費
削
減
を
続

け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、

私
た
ち
府
職
労
や
多
く
の
府
民

が
中
止
を
求
め
た
ム
ダ
な
大
型

ま
、
マ
イ
ナ
ス
人
勧
は
「
完
全

実
施
」
そ
れ
以
外
は
「
部
分
的

な
実
施
」
の
状
況
の
も
と
で
、

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
が

年

・

か
ら

年

・

と
、

全
国

位
の
最
低
水
準
に
ま
で

落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
賃
金
水

準
は
最
低
レ
ベ
ル
に
あ
り
ま
す

が
、
府
職
員
は
公
務
員
と
し
て

の
自
覚
と
使
命
感
を
持
っ
て
、

自
ら
の
職
務
に
全
力
を
あ
げ
て

い
ま
す
。

財
政
危
機
を
も
た
ら
し
た
原

因
で
あ
る
ム
ダ
な
大
型
開
発
事

業
や
同
和
事
業
の
見
直
し
を
お

こ
な
わ
ず
、
財
政
再
建
の
展
望

も
示
さ
れ
な
い
も
と
で
、
職
員

の
人
件
費
削
減
の
み
を
先
行
す

る
「

年
間
の
賃
金
抑
制
」
提

案
は
、
公
務
員
の
賃
金
決
定
の

原
則
と
さ
れ
る
「
情
勢
適
応
の

原
則
（
毎
年
民
間
企
業
と
の
賃

金
比
較
に
よ
り
公
務
員
の
賃
金

を
決
定
す
る
ル
ー
ル
）」
を
踏

み
に
じ
る
も
の
で
す
。

ま
た
、「
互
助
会
へ
の
補
助

金
を
全
額
削
減
」
は
、「
地
方

公
共
団
体
は
、
職
員
の
保
健
、

元
気
回
復
そ
の
他
厚
生
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
計
画
を
樹
立

し
、
こ
れ
を
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
、
地
公
法

条

で
地
方
公
共
団
体
に
義
務
付
け

ら
れ
た
職
員
の
厚
生
に
関
す
る

事
項
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、

一
方
的
な
削
減
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。様

々
な
問
題
点
が
あ
る
今
回

の
提
案
は
、
到
底
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
不
当
な
も
の

で
す
。

ま
た
、
今
回
の
提
案
は
、
協

議
期
間
が
短
く
、
府
当
局
に
労

使
で
真
摯
な
協
議
を
お
こ
な
う

姿
勢
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら

も
不
当
な
も
の
で
す
。

橋
下
知
事
の
誕
生
で
、
よ
り

一
層
人
件
費
抑
制
の
危
険
性
が

高
い
状
況
に
あ
る
な
か
、
私
た

ち
の
賃
金
闘
争
と
府
民
的
課
題

の
闘
争
と
を
結
合
さ
せ
た
共
同

し
た
取
り
組
み
が
非
常
に
重
要

と
な
っ
て
い
ま
す
。
職
場
・
地

域
を
基
礎
に
し
て
、
民
間
労
働

者
、
府
民
と
共
同
し
た
取
り
組

み
を
広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

府労組連の闘争日程

全全全全全全
国国国国国国
最最最最最最
低低低低低低
水水水水水水
準準準準準準
のののののの
賃賃賃賃賃賃
金金金金金金
をををををを
どどどどどど
ここここここ
まままままま
でででででで
削削削削削削
るるるるるる
のののののの
かかかかかか

全
国
最
低
水
準
の
賃
金
を
ど
こ
ま
で
削
る
の
か

府
当
局
は

月

日
、
府
労
組
連
に
対
し
て
「
今
年
度

の
税
収
動
向
や
法
人
事
業
税
の
配
分
見
直
し
」
な
ど
で

「
一
層
厳
し
い（
財
政
）状
況
」、
ま
た
「
他
府
県
に
お
い

て
も
、
互
助
団
体
に
対
す
る
公
費
支
出
が
大
き
く
見
直
さ

れ
て
い
る
」
と
し
て
、
全
国
最
低
水
準
に
あ
る
府
職
員
の

賃
金
を
来
年
度
か
ら
引
き
続
き
「

年
間
の
期
末
・
勤
勉

手
当
管
理
職

％
・
一
般
職

％
カ
ッ
ト
」
と
「
職
員
の

福
利
厚
生
事
業
を
進
め
る
互
助
会
へ
の
補
助
金
を
全
額
削

減
す
る
」
と
二
つ
の
提
案
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

当局提案の概要
y œ E ˛ Ł I J b g ´ ¢ ˜ z

平成 年度から今年度までの 年間の時限措置として実施してきた期
末勤勉手当のカットについて、さらに来年度からの 年間継続実施する
こととしたい。
実施内容
各支給期の期末・勤勉手当の支給額を、管理職については ％、管理
職以外については ％それぞれカットする。
実施期間
平成 年度から 年度までの 年間の時限措置
平成 年 月議会において関係条例案を提出

y E ı E g ´ ¢ ˜ z

年度より、職員互助会をはじめ府関係 互助団体への補助金を全額
削減することとしたい。
補助金を全額削減する団体
大阪府職員互助会、大阪府教職員互助組合、大阪府警察互助会
実施時期
平成 年度当初予算から

月 日（金） 時 第 回団体交渉
日（水） 時 分 決起集会

府庁正面玄関・駐車場
日（木） 時 第 回団体交渉

期末 勤勉手当カット、来年度からの 年間継続期末 勤勉手当カット、来年度からの 年間継続
互互助助会会へへのの補補助助金金をを全全額額削削減減互助会への補助金を全額削減

i Q l j ‰ ‹ N x i \ Z x [ X j

互助会名 補助金額 会員数

職 員 互 助 会 千円 人

教職員互助組合 千円 人

警察職員互助会 千円 人


